
（財）新潟県中越沖地震復興基金からの

重要なお知らせ

※裏面に続きますので、ご覧ください。

当復興基金事業の取り扱いについて変更点をお知らせしますので、今後申請

される際は、以下のことに十分注意してください。

■ 地震から相当の期間が経過したため、事前審査により
次の点についての確認を強化します

１ 中越沖地震による被害か
２ 被害に見合った復旧の工法・内容か
３ 被害箇所以外の復旧はないか

資料

■ 次の事業は、補助金の交付対象となる要件が一部変わ
ります

○ 地域コミュニティ施設等再建支援
○ 被災者住宅復興資金利子補給
○ 雪国住まいづくり支援
○ 県産瓦使用屋根復旧支援
○ 越後杉で家づくり復興支援
○ 手づくり田直し等支援

※ 詳細は裏面の概要及び各事業の補助金交付要綱をご覧になるか、
基金事務局又は市町村担当窓口までお問い合わせください。

http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k1/170/index.html
http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k3/010/index.html
http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k3/030/index.html
http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k3/050/index.html
http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k3/060/index.html
http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k3/060/index.html


（財）新潟県中越沖地震復興基金事務局

〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４番地１

電話番号：０２５－２８０－５１２７

ＦＡＸ番号：０２５－２８０－５７０９

沖基金ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@chuetsu-oki-kikin.jp

同ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/

● 適用日 ･･･ 平成22年2月1日以降の申請から適用になります。

■ 概要
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